
信濃川水系河川整備計画【大臣管理区間】

変更内容

令和元年６月２０日
北 陸 地 方 整 備 局



水防災意識社会の構築に関する主な動向
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• 平成27年9月関東・東北豪雨では、記録的な大雨により鬼怒川の堤防が決壊しました。

• この災害を踏まえ、施設では守り切れない大洪水は必ず発生するとの考えに立ち、社会全体で洪水に備えるため、
｢水防災意識社会 再構築ビジョン｣を策定するとともに、その取組を中小河川等にも展開しています。
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関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジョン」として、全ての直轄河川とその沿川市町村
（109水系、730市町村）において、平成32年度目途に水防災意識社会を再構築する取組を行う。

＜ソフト対策＞・住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」へ転換し、
平成28年出水期までを目途に重点的に実施。

＜ハード対策＞・「洪水氾濫を未然に防ぐ対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する
「危機管理型ハード対策」を導入し、平成32年度を目途に実施。

排水門

主な対策 各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して
減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。

A市

B市

C町

D市

対策済みの堤防

氾濫ブロック
家屋倒壊等氾濫想定区域※

＜危機管理型ハード対策＞＜危機管理型ハード対策＞

○越水等が発生した場合でも決壊までの時
間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を
工夫する対策の推進

天端のアスファルト等が、
越水による侵食から堤体を保護
（鳴瀬川水系吉田川、

平成27年9月関東・東北豪雨）

＜被害軽減を図るための堤防構造の工夫（対策例）＞

＜住民目線のソフト対策＞

○住民等の行動につながるリスク情報
の周知

・立ち退き避難が必要な家屋倒壊等氾濫想定
区域等の公表

・住民のとるべき行動を分かりやすく示したハ
ザードマップへの改良

・不動産関連事業者への説明会の開催

○事前の行動計画作成、訓練の促進
・タイムラインの策定

○避難行動のきっかけとなる情報をリ
アルタイムで提供

・水位計やライブカメラの設置

・スマホ等によるプッシュ型の洪水予報等の
提供

＜洪水氾濫を未然に防ぐ対策＞

○優先的に整備が必要な区間において、
堤防のかさ上げや浸透対策などを実施

横断図

※ 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に
伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生すること
が想定される区域

水防災意識社会再構築ビジョン （平成27年12月策定）
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水防災意識社会再構築ビジョン （平成27年12月策定）
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大規模氾濫減災協議会

住民目線のソフト対策 ～緊急速報メール（プッシュ型配信）～

１ 配信開始日と対象水系

５月１日（月） 阿賀野川、信濃川、黒部川、 （６水系、３８市町村）
常願寺川、神通川、庄川水系

５月２２日（月） 荒川、姫川、小矢部川水系 （３水系、 ４市町村）
６月１５日（木） 手取川、梯川水系 （２水系、 ６市町村）

大規模氾濫減災協議会 設置状況

水系名 河川名 協議会構成市町村 協議会設置 取組方針策定 法定協議会設置

荒川 荒川 村上市、関川村、胎内市 H28年5月17日 H28年8月29日 H29年7月27日

阿賀野川 阿賀野川 新潟市、五泉市、阿賀野市、阿賀町 H28年4月12日 H28年6月24日 H30年5月23日

阿賀野川 阿賀川 会津若松市、会津坂下町、会津美里町、湯川村、喜多方市 H28年5月13日 H28年8月29日 H30年4月19日

信濃川 信濃川下流 新潟市、三条市、加茂市、燕市、田上町、長岡市、見附市、弥彦村、五泉市 H28年5月31日 H28年8月4日 H30年5月29日

信濃川 信濃川
燕市、長岡市、十日町市、津南町、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、小千谷市、弥彦村、新
潟市、見附市、三条市

H28年5月30日 H28年8月26日 H30年4月18日

信濃川 千曲川
長野市、松本市、上田市、須坂市、中野市、大町市、飯山市、千曲市、安曇野市、生坂
村、池田町、松川村、坂城町、小布施町、木島平村、野沢温泉村、栄村

H28年4月26日 H28年8月4日 H30年5月8日

関川・姫川 関川・姫川 上越市、糸魚川市、妙高市 H28年6月10日 H28年8月17日 H30年4月18日

黒部川 黒部川 黒部市、入善町、朝日町 H28年5月13日 H28年8月31日 H30年5月23日

常願寺川・神通川・
庄川・小矢部川

常願寺川・神通川・
庄川・小矢部川

立山町、富山市、舟橋村、高岡市、射水市、砺波市、小矢部市 H28年4月21日 H28年8月26日 H30年6月5日

手取川・梯川 手取川・梯川 小松市、白山市、能美市、野々市市、川北町 H28年5月9日 H28年8月31日 H30年3月14日

合同現地確認

減災対策協議会

２ 配信対象者
配信対象内の携帯電話等（NTTドコモ、
KDDI、ソフトバンク（ワイモバイル含
む））のユーザーを対象

３ 配信する情報

配信対象河川において「河川氾濫のお
それがある（氾濫危険水位に到達した）
情報」及び「河川氾濫が発生した情報」
を配信

洪水情報のプッシュ型配信イメージ

【見本】
（件名）
河川氾濫のおそれ

（本文）
○○川の○○（○○市○○）付近で水位が上昇し、避難勧
告等の目安となる「氾濫危険水位」に到達しました。堤防
が壊れるなどにより浸水のおそれがあります。
防災無線、テレビ等で自治体の情報を確認し、各自安全確
保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
本通知は、○○地方整備局より浸水のおそれのある市町村
に配信しており、対象地域周辺においても受信する場合が
あります。

（国土交通省）

【見本】
（件名）
河川氾濫発生

（本文）
○○川の○○市○○地先（左岸、東側）付近で河川の水が
堤防を越えて流れ出ています。
防災無線、テレビ等で自治体の情報を確認し、各自安全確
保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
本通知は、○○地方整備局より浸水のおそれのある市町村
に配信しており、対象地域周辺においても受信する場合が
あります。

（国土交通省）

【見本】
（件名）
河川氾濫発生

（本文）
○○川の○○市○○地先（左岸、東側）付近で堤防が壊れ、
河川の水が大量に溢れ出しています。
防災無線、テレビ等で自治体の情報を確認し、各自安全確
保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
本通知は、○○地方整備局より浸水のおそれのある市町村
に配信しており、対象地域周辺においても受信する場合が
あります。

（国土交通省）

②-ⅱ 河川氾濫発生
（堤防が壊れ、河川の水が大量に溢れ出している時）

②-ⅰ 河川氾濫発生
（河川の水が堤防を越えて流れ出ている時）

①河川氾濫のおそれ

配信文案例



（１）事業の経緯

・事業箇所 長野県大町市(信濃川水系高瀬川）
・事業目的 洪水調節（犀川、千曲川、信濃川の洪水軽減）
・事業内容 既設ダムを活かした洪水調節機能の確保

・既存の発電ダム（高瀬ダム、七倉ダム）の発電容量の一部、既設の多目的ダム（大町ダム）
の利水容量の一部を洪水調節容量に振り替え、操作ルールを変更して治水効果を向上

・安定的に治水・利水機能を発揮するための恒久堆砂対策施設の整備を実施

さい がわ

たか せ なな くら

たか せ がわ

（２）事業の概要

・大町ダムは多目的ダムとして昭和61年3月に完成。
・高瀬ダム、七倉ダムは発電専用ダムとして昭和54年に完成。
・信濃川水系河川整備計画を踏まえ、平成27年4月から大町ダム等再編事業の実施計画調査に着手

大町ダム等再編事業 上流部
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諸 元 高瀬ダム（東京電力HD） 七倉ダム（東京電力HD） 大町ダム（国）

総貯水容量 76,200千ｍ３ 32,500千ｍ３ 33,900千ｍ３

洪水調節容量
－

12,000千ｍ３

20,000千ｍ３

20,670千ｍ３

信濃川水系流域図

上段：再編事業前 下段：再編事業後
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Ｈ２３．７新潟・福島豪雨時の 「もぐり橋」の状況信濃川

大郷橋（H23.7.30撮影）

信濃川

庄瀬橋（H23.7.30撮影）

瑞雲橋（H23.7.30撮影）

信濃川
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（H23.7.30撮影）

信濃川

水防活動

小須戸橋

※

解
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済

小須戸地区

位置図

老朽化の状況

主桁の腐食

新潟市秋葉区新潟市南区

新小須戸橋 計画ルート

（主）白根安田線：小須戸橋

整備局長

基本協定締結（Ｈ２９．４）

篠田新潟市長
右岸堤防（小須戸橋詰）の状況 小須戸橋の状況

• 信濃川下流域には、出水時に流水以下に沈んでしまう、いわゆる「もぐり橋」が現在４橋存在。これらは、
出水時に洪水の流れを阻害するだけでなく、取り付け道路の浸水により通行不能となることで市民生活に
影響。

• このうち（主）白根安田線小須戸橋は、堤防が低い（切り欠かれた）状態となっていること、また、架橋
から５０年以上経過し老朽化が著しいことから、平成３０年度から堤防嵩上げと橋梁架替を北陸地方整備
局と新潟市が連携して事業実施中。（河川事業（堤防等）は直轄河川改修、道路事業（橋梁部）は大規模
修繕・更新補助制度を活用）

もぐり橋の解消（小須戸地区堤防整備・小須戸橋架替）（1/2）

（１）実施内容
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下流部



もぐり橋の解消（小須戸地区堤防整備・小須戸橋架替）（2/2）

右岸堤防（小須戸橋詰）の状況

HWL（7.92）

H23.7痕跡水位（7.71）

計画堤防高（9.12）

堤防

現況堤防高（8.12）

（１）実施内容

• 小須戸地区において、堤防高が不足するとともに洪水の流れを阻害する小須戸橋について、道路管理者で
ある新潟市と連携し、堤防の嵩上げ及び橋梁架け替えを行い、信濃川下流域の治水安全度の向上を図りま
す。

- 6 -

下流部



• 信濃川下流域は、本州日本海側最大の政令指定都市新潟市や三条市、燕市等を抱え、背後にはゼロメートル地
帯が広がり、堤防が決壊した場合、甚大な被害となる。

• 天野防災ステーションには、緊急用資材を備蓄するほか、その運搬搬出が迅速かつ円滑に行われるための機械活
動スペースやヘリポート、災害対策車両庫、駐車場を配置。併せて、水防団待機室・水防資機材倉庫等を兼ね備え
た水防センター（新潟市整備）を配置。

• 平常時には、防災学習の場として利用するとともに、地域の交流、憩いの場としての活用が可能となるほか、水防
活動の訓練等にも活用を想定。

• 防災ステーション整備に合わせ、最短避難路となる法面に階段を設置し、住民の迅速な避難を支援。

河川防災ステーションの整備（新潟市江南区天野地区）

（１）実施内容

天野地区河川防災ステーション
（整備予定地）

低平地
（ゼロメートル地帯）

新潟市中央区

新潟市江南区
天野地区

日本海

一時避難

防災ステーション整備イメージ図

新潟市江南区
天野地区

完成年度 施設名 水系名

平成７年度 きょうがせ防災ステーション 阿賀野川水系阿賀野川

平成１２年度 赤渋河川防災ステーション 信濃川水系信濃川下流

平成１３年度 福岡防災ステーション 小矢部川水系小矢部川

平成２６年度 三条防災ステーション 信濃川水系信濃川下流

平成２６年度 佐野目防災ステーション 阿賀野川水系阿賀川

■北陸地整管内の防災ステーション一覧
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下流部
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信濃川水系河川整備計画【大臣管理区間】（変更原案）

対比表

※本表に示す変更の他、軽微な修正があります。



ページ番号 【本文】 平成27年1月変更（現行） ページ番号 【本文】 変更原案

記載なし 28 第3章 河川の現状と課題
第2節 第5項 近年の豪雨災害で明らかとなった課題

整備計画変更（案） 北陸地整
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第５項 近年の豪雨災害で明らかとなった課題

これまで、国土交通省では、平成 27 年 9 月関東・東北豪雨による鬼怒川の堤防決壊で、逃げ遅れによ

る多数の孤立者が発生したことを受け、河川管理者をはじめとする行政や住民等の各主体が「施設の能

力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を改革し、社会全体で

洪水氾濫に備える「水防災意識社会」を再構築する取組を進めてきました。 

 平成 28 年 8 月には北海道や東北地方を相次いで台風が襲い、東北地方の県管理河川の氾濫被害

で要配慮者利用施設の入居者が逃げ遅れにより犠牲になられたことを受け、平成 29 年 5 月に水防法等

を改正し、河川管理者・都道府県・市町村等で構成し減災に向けた目標の共有や対策の推進に取り組

む協議会制度を法定化等するとともに、同年 6 月には概ね 5 年間で実施する各種取組の方向性や進め

方等を「「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画」（以下「緊急行動計画」という。）としてとり

まとめ、都道府県が管理する中小河川も含めた全国の河川における「水防災意識社会」を再構築する取

組を加速させました。 

 このような中、平成 30 年７月豪雨や台風第 21 号等では、これまでに整備した堤防、ダム、砂防堰堤、

防潮水門等が確実に効果を発揮し被害を防止・軽減した一方で、長時間にわたる大雨による水害・土砂

災害の複合的な発生や、社会経済活動に影響を及ぼす広域的な被害の発生、ハザードマップ等のリス

ク情報が住民の避難につながっていない等の課題が明らかとなりました。 

 これらの課題に対応するため、洪水氾濫や内水氾濫、土石流等の複合的な発生等に対応する「事前

防災ハード対策」や、発災時の応急的な退避場所の確保等の「避難確保ハード対策」、地区単位の個人

の避難計画作成をはじめとする「住民主体のソフト対策」を推進するため、「緊急行動計画」を改定し、大

規模氾濫減災協議会の場を活かし、行政以外も含めた様々な関係者で多層的かつ一体的に推進する

ことで、「水防災意識社会」の再構築をさらに加速させる必要があります。 
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第４章 河川整備計画の目標

信濃川水系河川整備計画では、「北アルプスからの清流を湛え、豊穣な大地の礎をなす悠久なる大

河信濃川を守り、活かし、未来に伝える川づくり」を目指し、温暖化等、長期的な気候変動に注視しつ

つ、治水・利水・環境に係る施策を展開します。 

 

第１節 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標 

第１項 災害の発生の防止又は軽減 

 

２．整備の目標 

河川整備基本方針で定めた目標に向けて、現在の河川整備状況、背後の利用状況、上下流、本

支川の整備バランス等、総合的に勘案し、段階的かつ着実な河川整備を実施することで戦後最大規

模の洪水に対し災害の発生の防止又は軽減を図ります。 

本河川整備計画に定める整備によって、上流部（千曲川）については、昭和 34 年 8 月洪水や昭

和 58 年 9 月洪水、平成 18 年 7 月洪水等の本川上流や犀川からの洪水特性を踏まえ、昭和 58 年

9 月洪水と同規模の洪水が発生しても、堤防の決壊、越水
えっすい

等による家屋の浸水被害の防止又は軽減

が図られます。 

中流部（信濃川）については、昭和 33 年 9 月洪水、昭和 56 年 8 月洪水、平成 18 年 7 月洪水等

の本川上流や魚野川からの洪水特性を踏まえ、昭和 56 年 8 月洪水と同規模の洪水が発生しても、

堤防の決壊、越水等による家屋の浸水被害の防止又は軽減が図られます。 

下流部（信濃川）については、昭和 36 年 8 月洪水や平成 16 年 7 月洪水、平成 23 年 7 月洪水

等の支川や内水域からの洪水特性を踏まえ、平成 23 年 7 月洪水と同規模の洪水が発生しても、堤

防の決壊、越水等による浸水被害の防止が図られます。 

想定し得る最大規模の洪水を含めて、施設の能力を上回る洪水が発生した場合においても、避難に

要する時間を確保するためのハード対策とソフト対策を一体的・計画的に推進し、人命・資産・社会経

済の被害をできる限り軽減できるよう努めます。 

水系一貫となって災害防止・被害最小化を図る観点から、上下流、本支川バランスを確保し、県境区

間や支・派川等については、整備に関する情報を共有するなど関係する河川管理者と連携を図りつつ

水系全体として段階的かつ着実に治水安全度の向上を図ります。 

１．目標設定の背景 

第４章 河川整備計画の目標

信濃川水系河川整備計画では、「北アルプスからの清流を湛え、豊穣な大地の礎をなす悠久なる大

河信濃川を守り、活かし、未来に伝える川づくり」を目指し、温暖化等、長期的な気候変動に注視しつ

つ、治水・利水・環境に係る施策を展開します。 

 

第１節 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標 

第１項 災害の発生の防止又は軽減 

 

２．整備の目標 

河川整備基本方針で定めた目標に向けて、現在の河川整備状況、背後の利用状況、上下流、本

支川の整備バランス等、総合的に勘案し、段階的かつ着実な河川整備を実施することで戦後最大規

模の洪水に対し災害の発生の防止又は軽減を図ります。 

本河川整備計画に定める整備によって、上流部（千曲川）については、昭和 34 年 8 月洪水や昭

和 58 年 9 月洪水、平成 18 年 7 月洪水等の本川上流や犀川からの洪水特性を踏まえ、昭和 58 年

9 月洪水と同規模の洪水が発生しても、堤防の決壊、越水
えっすい

等による家屋の浸水被害の防止又は軽減

が図られます。 

中流部（信濃川）については、昭和 33 年 9 月洪水、昭和 56 年 8 月洪水、平成 18 年 7 月洪水等

の本川上流や魚野川からの洪水特性を踏まえ、昭和 56 年 8 月洪水と同規模の洪水が発生しても、

堤防の決壊、越水等による家屋の浸水被害の防止又は軽減が図られます。 

下流部（信濃川）については、昭和 36 年 8 月洪水や平成 16 年 7 月洪水、平成 23 年 7 月洪水

等の支川や内水域からの洪水特性を踏まえ、平成 23 年 7 月洪水と同規模の洪水が発生しても、堤

防の決壊、越水等による浸水被害の防止が図られます。 

水系一貫となって災害防止・被害最小化を図る観点から、上下流、本支川バランスを確保し、県境区

間や支・派川等については、整備に関する情報を共有するなど関係する河川管理者と連携を図りつつ

水系全体として段階的かつ着実に治水安全度の向上を図ります。 

１．目標設定の背景 
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表 1 堤防整備実施箇所（上流部） 

河川名 

施行の場所 

機能の概要 
地先 

左右岸 

区分 
区間 

上流部 千曲川 

飯山市常郷地先 左岸 23.8k 付近 

流下能力を 

向上させる 

飯山市常郷地先 左岸 24.1k～24.4k 付近 

長野市柳原地先～ 

長野市屋島地先 
左岸 60.1k～64.1k 付近 

須坂市福島地先～ 

長野市若穂綿内地先 
右岸 60.3k～62.8k 付近 

長野市若穂綿内地先 右岸 62.8k～63.8k 付近 

長野市屋島地先～ 

長野市大豆島地先 
左岸 64.1k～65.3k 付近 

長野市若穂牛島地先 右岸 65.0k～65.8k 付近 

長野市松代町牧島地先～ 

長野市松代町柴地先 
右岸 69.1k～71.5k 付近 

長野市小島田町地先 左岸 70.6k～71.3k 付近 

長野市篠ノ井塩崎地先 左岸 78.6k～79.9k 付近 

千曲市屋代地先 右岸 78.9k～79.2k 付近 

千曲市屋代地先～ 

千曲市粟佐地先 
右岸 79.8k～80.4k 付近 

長野市篠ノ井塩崎地先～ 

千曲市野高場地先 
左岸 81.2k～82.3k 付近 

千曲市杭瀬下地先～ 

千曲市中地先 
右岸 82.8k～84.3k 付近 

千曲市八幡地先 左岸 84.3k 付近 

千曲市八幡地先～ 

千曲市須坂地先 
左岸 84.4k～85.9k 付近 

千曲市須坂地先～ 

千曲市若宮地先 
左岸 86.4k～88.8k 付近 

千曲市千本柳地先～ 

千曲市上徳間地先 
右岸 86.6k～88.2k 付近 

千曲市上山田地先～ 

坂城町上五明地先 
左岸 90.6k～92.7k 付近 

千曲市磯部地先～ 

坂城町坂城地先 
右岸 91.2k～92.3k 付近 

坂城町上五明地先～ 

坂城町網掛地先 
左岸 93.8k～95.5k 付近 

坂城町南条地先 右岸 95.8k～97.9k 付近 

上田市小牧地先 左岸 105.5k～105.8k 付近 

上田市国分地先 右岸 106.8k～107.3k 付近 

※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。 

 

 

15表 1 堤防整備実施箇所（上流部） 

河川名 

施行の場所 

機能の概要 
地先 

左右岸 

区分 
区間 

上流部 千曲川 

飯山市常郷地先 左岸 23.8k 付近 

流下能力を 

向上させる 

飯山市常郷地先 左岸 24.1k～24.4k 付近 

飯山市蓮地先 左岸 37.2k 付近 

中野市豊津地先 左岸 44.7k～45.3k 付近 

中野市豊津地先 左岸 45.8k～46.9k 付近 

中野市上今井地先～ 

中野市大俣地先 
右岸 47.8k 付近 

中野市上今井地先～ 

中野市牛出地先 
右岸 48.7k～50.9k 付近 

中野市上今井地先 左岸 48.7k～49.9k 付近 

長野市柳原地先～ 

長野市屋島地先 
左岸 60.1k～64.1k 付近 

須坂市福島地先～ 

長野市若穂綿内地先 
右岸 60.3k～62.8k 付近 

長野市若穂綿内地先 右岸 62.8k～63.8k 付近 

長野市屋島地先～ 

長野市大豆島地先 
左岸 64.1k～65.3k 付近 

長野市若穂牛島地先 右岸 65.0k～65.8k 付近 

長野市松代町牧島地先～ 

長野市松代町柴地先 
右岸 69.1k～71.5k 付近 

長野市小島田町地先 左岸 70.6k～71.3k 付近 

長野市篠ノ井塩崎地先 左岸 78.6k～79.9k 付近 

千曲市屋代地先 右岸 78.9k～79.2k 付近 

千曲市屋代地先～ 

千曲市粟佐地先 
右岸 79.8k～80.4k 付近 

長野市篠ノ井塩崎地先～ 

千曲市野高場地先 
左岸 81.2k～82.3k 付近 

千曲市杭瀬下地先～ 

千曲市中地先 
右岸 82.8k～84.3k 付近 

千曲市八幡地先 左岸 84.3k 付近 

千曲市八幡地先～ 

千曲市須坂地先 
左岸 84.4k～85.9k 付近 

千曲市須坂地先～ 

千曲市若宮地先 
左岸 86.4k～88.8k 付近 

千曲市千本柳地先～ 

千曲市上徳間地先 
右岸 86.6k～88.2k 付近 

千曲市上山田地先～ 

坂城町上五明地先 
左岸 90.6k～92.7k 付近 

千曲市磯部地先～ 

坂城町坂城地先 
右岸 91.2k～92.3k 付近 

坂城町上五明地先～ 

坂城町網掛地先 
左岸 93.8k～95.5k 付近 

坂城町南条地先 右岸 95.8k～97.9k 付近 

上田市小牧地先 左岸 105.5k～105.8k 付近 

上田市国分地先 右岸 106.8k～107.3k 付近 

※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。 
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表 1 河道掘削実施箇所（下流部） 

河川名 
施行の場所 

機能の概要 
地先 区間 

下流部 

信濃川 

関屋分水路 

新潟市西区関屋堀割町地先～ 

新潟市西区寺地地先（左岸） 

新潟市中央区有明台地先～ 

新潟市中央区美咲町地先（右岸） 

0.1k～2.5k 付近 

流下能力を 

向上させる 
信濃川 

新潟市秋葉区覚路津地先～ 

新潟市秋葉区子成場地先 
11.9k～17.2k 付近 

新潟市南区犬帰新田地先～ 

新潟市南区大郷地先 
12.7k～13.2k 付近 

新潟市南区大郷地先～ 

新潟市南区赤渋地先 
14.1k～16.2k 付近 

新潟市南区堀掛地先～ 

新潟市南区下八枚地先 
17.4 k～19.3k 付近 

新潟市秋葉区小須戸地先 19.4k～20.0k 付近 

新潟市南区下八枚地先～ 

新潟市南区菱潟地先 
19.9k～24.3k 付近 

田上町曽根新田地先～ 

田上町横場新田地先 
23.9k～25.5k 付近 

田上町横場新田地先～ 

田上町保明新田地先 
26.8k～28.2k 付近 

新潟市南区庄瀬地先～ 

加茂市五反田地先 
27.7k～29.5k 付近 

加茂市加茂新田地先～ 

加茂市山島新田地先 
30.6k～32.6k 付近 

三条市井戸場地先 32.3ｋ～32.8ｋ付近 

三条市柳川新田地先～ 

三条市三貫地新田地先 
34.6k～36.6k 付近 

三条市栗林地先 37.1k～38.6k 付近 

三条市大島地先～ 

三条市下須頃地先 
38.4k～39.2k 付近 

三条市石上地先 39.0k～40.2k 付近 

三条市下須頃地先～ 

三条市上須頃地先 
40.3k～41.6k 付近 

三条市荒町地先～ 

三条市本町地先 
40.6k～41.2k 付近 

本川下流 

新潟市中央区柳島町地先～ 

新潟市中央区関新地先（左岸） 

新潟市中央区万代島地先～ 

新潟市中央区新光町地先（右岸） 

3.0k～7.3k 付近 

※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。 
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（２）既設ダムの有効活用[上流部・中流部] 

大町ダム等の既設ダムを有効活用し、新たに洪水調節機能を確保することについて、調査・検

討の上、必要な対策を実施します。このことにより、昭和 58 年 9 月洪水と同規模の洪水が発生した

場 合 、立 ヶ花 地 点 における 流 量 7,600m3/s の うち既 設 ダムと併 せた洪 水 調 節 後 の流 量 は

7,300m3/s となります。 

 

 

（２）既設ダムの有効活用[上流部・中流部] 

大町ダム・高瀬ダム・七倉ダムにおいて新たな洪水調節容量を確保する大町ダム等再編事業を

実施します。このことにより、昭和 58 年９月洪水と同規模の洪水が発生した場合、立ヶ花地点にお

ける流量 7,600m3/s のうち洪水調節後の流量は 7,300m3/s になります。 

  

 大町ダム等再編事業 

上流部の長野県大町市大字平地先にある既設利水専用ダム（高瀬ダム・七倉ダム：昭和 54 年

（1979 年）完成、東京電力ホールディングス(株)）を有効活用し新たに洪水調節容量を確保すると

ともに、大町ダムの利水容量の一部を振り替え、洪水調節容量を増大させます。 

また、高瀬ダム貯水池への堆砂を抑制する恒久堆砂対策施設を整備し、洪水調節機能の維持

を図ります。 

表 2 大町ダム等再編事業の概要 

諸  元 
大町ダム（国） 

長野県大町市大字平地先  

高瀬ダム（東京電力 HD） 

長野県大町市大字平地先  

七倉ダム（東京電力 HD） 

長野県大町市大字平地先  

総貯水容量 33,900 千ｍ３ 76,200 千ｍ３ 32,500 千ｍ３ 

洪水調節容量 
20,000 千ｍ３ 

20,670 千ｍ３ 

－ 

12,000 千ｍ３ 

上段：再編事業前 下段：再編事業後 

 

表 3 恒久堆砂対策施設に係る施行の場所 

施設名 施行の場所 延長 

トンネル・ベルトコンベア 長野県大町市大字平地先 

（高瀬ダム上流～大町ダム下流） 

約 11km 

注：今後の詳細な検討により変更となる場合があります。  

（４）（４）
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（１）霞堤の機能維持・保全 

霞堤には、洪水時に河川水の一部を貯め、洪水後に徐々に河川に水を戻す（洪水調節）作用

を持った遊水機能や、氾濫した洪水流を速やかに河道に戻す機能があるため、これらの維持保全

方策などについて検討の上、実施します。 

 

（２）横断工作物の改築 

洪水時に橋桁の一部で洪水の流れを阻害するもぐり橋等、洪水を安全に流下させる上で支障と

なる横断工作物について、引き続き施設管理者と改善等の協議を行っていきます。 

小須戸橋（主要地方道白根安田線）について、施設管理者である新潟市との連携により、堤防

整備と橋梁架替えを進めます。 
※もぐり橋：橋桁が高水敷の地盤高と同じ程度の高さになっており、増水時には水没してしまう橋梁の事を総称する。

沈下橋ともいう。 

 

２．内水対策 

下流部の海抜ゼロメートル地帯や中・上流部の低地部など、本川水位の上昇により支川等の自然

排水が困難となり、内水被害が発生する恐れがある地域における支援として、湛水時間の短縮を図る

ために排水ポンプ車の増強及び運用強化を進めるとともに、関係機関が実施する本川への負荷を軽

減する流域対策についても、連携・調整あるいは、直接支援を行うことで、内水被害の軽減を図ります

 

３．施設の能力を上回る洪水を想定した対策 

施設の能力を上回る洪水が発生し堤防の決壊等により氾濫が生じた場合でも、被害の軽減を図

る対策を実施します。従来の「洪水を河川内で安全に流す」対策に加え、氾濫した場合にも被害を

軽減する「危機管理型ハード対策」として、決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、堤防構造を

工夫する対策として堤防天端の保護や堤防裏法尻の補強を実施しています。排水施設について、

浸水被害を受けた場合においても、継続的に排水機能を維持できるよう、耐水対策等を行い、施設

の信頼性を向上させるとともに、応急対策や氾濫水の排除、迅速な復旧・復興活動に必要な堤防管

理用通路の整備、河川防災ステーション・水防拠点の整備、既存施設の有効活用、災害復旧のた

めの根固めブロック等資材の備蓄、排水ポンプ車等災害対策車両の整備等を検討し、必要に応じ

て実施します。また、安全な避難場所への避難が困難な地域等における応急的な避難場所となる

高台等の確保について、地域の意向を尊重しつつ、建設発生土の活用等を検討します。 
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（６）

（７）

霞堤には、洪水時に河川水の一部を貯め、洪水後に徐々に河川に水を戻す（洪水調節）作用

を持った遊水機能や、氾濫した洪水流を速やかに河道に戻す機能があるため、これらの維持保全

方策などについて検討の上、実施します。 

 

（２）横断工作物の改築 

洪水時に橋桁の一部で洪水の流れを阻害するもぐり橋等、洪水を安全に流下させる上で支障と

なる横断工作物について、引き続き施設管理者と改善等の協議を行っていきます。 
※もぐり橋：橋桁が高水敷の地盤高と同じ程度の高さになっており、増水時には水没してしまう橋梁の事を総称する。

沈下橋ともいう。 

 

２．内水対策 

下流部の海抜ゼロメートル地帯や中・上流部の低地部など、本川水位の上昇により支川等の自然

排水が困難となり、内水被害が発生する恐れがある地域における支援として、湛水時間の短縮を図る

ために排水ポンプ車の増強及び運用強化を進めるとともに、関係機関が実施する本川への負荷を軽

減する流域対策についても、連携・調整あるいは、直接支援を行うことで、内水被害の軽減を図ります

 

 

（１）霞堤の機能維持・保全 

霞堤には、洪水時に河川水の一部を貯め、洪水後に徐々に河川に水を戻す（洪水調節）作用

（６）

（７）
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表 1 河川防災ステーション等整備箇所 

河川名 

施行の場所 

機能の概要 
地先 

左右岸 

区分 
位置 

中流部 

大河津 燕市大川津地先 右岸 0.0ｋ付近 

水防活動や応急復旧活

動の活動拠点となる。 
信濃川 

長岡市信濃地先～ 

長岡市岡村町地先 
右岸 17.8ｋ付近 

下流部 信濃川 
新潟市江南区天野地区 

（天野地区河川防災ステーション） 
右岸 7.9k 付近 

※施行の場所は、今後の地域等の協議により追加されることがあります。 

 

25表 1 河川防災ステーション等整備箇所 

河川名 

施行の場所 

機能の概要 
地先 

左右岸 

区分 
位置 

中流部 

大河津 燕市大川津地先 右岸 0.0ｋ付近 

水防活動や応急復旧活

動の活動拠点となる。 
信濃川 

長岡市信濃地先～ 

長岡市岡村町地先 
右岸 17.8ｋ付近 

下流部 信濃川 
三条市上須頃地先 

（上須頃地区河川防災ステーション） 
左岸 41.0ｋ付近 

※施行の場所は、今後の地域等の協議により追加されることがあります。 

32
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表 1 浸透対策実施箇所（下流部） 

河川名 

施行の場所 

機能の概要 
地先 

左右岸 

区分 
区間 

下流部 信濃川 
新潟市中央区美咲町地先～ 

新潟市江南区楚川地先 
右岸 2.5k～6.1k 付近 

洪水時の浸透

に対して堤防

の安全性を確

保する。 

※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

表 1 浸透対策実施箇所（下流部） 

河川名 

施行の場所 

機能の概要 
地先 

左右岸 

区分 
区間 

下流部 信濃川 

新潟市中央区美咲町地先～ 

新潟市江南区楚川地先 
右岸 2.5k～6.1k 付近 洪水時の浸透

に対して堤防

の安全性を確

保する。 

新潟市西区善久地先 左岸 5.9k～6.5k 付近 

三条市井戸場地先 左岸 32.3k～33.6k 付近 

※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。 
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１．計画高水位等を超える洪水を踏まえた流域連携による治水対策 

（１）流域連携による危機管理対策の強化 

災害時の水防活動や応急復旧活動を円滑に実施するため、関係する自治体と連携しながら、

活動の拠点となる河川防災ステーション等の整備を推進します。また、排水ポンプ車、照明車等の

災害対策機械の導入を推進するとともに、流域内の関係機関と連携して既存施設の効率的な運

用を図ります。 

計画高水位等を超える洪水時には、支・派川を含め流域の広範囲に渡って大規模な水防活動

が行われることを想定し、平常時から水防管理者との情報共有、資材、重機等の支援体制の整備

を推進し、地域防災活動との連携を図ります。 

また、広域かつ大規模な水防活動を必要とする場合に、効率的かつ効果的な対策が講じられる

よう、水防管理団体と河川管理者によるルールを整理しておきます。 

さらに、洪水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を

要すると認めるときは、当該災害の発生に伴い侵入した水を排除する他、高度の機械力又は高度

の専門的知識や技術を要する水防活動（特定緊急水防活動）を行います。 

 

表 1 河川防災ステーション等整備箇所 

河川名 

施行の場所 

機能の概要 
地先 

左右岸 

区分 
位置 

中流部 

大河津 燕市大川津地先 右岸 0.0ｋ付近 

水防活動や応急復旧活

動の活動拠点となる。 
信濃川 

長岡市信濃地先～ 

長岡市岡村町地先 
右岸 17.8ｋ付近 

下流部 信濃川 
三条市上須頃地先 

（上須頃地区河川防災ステーション） 
左岸 41.0ｋ付近 

※施行の場所は、今後の地域等の協議により追加されることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 水防訓練の実施状況        写真 2 水防関係機関との合同巡視 
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（１）氾濫区域内の水害リスクの軽減 

計画高水位等を超える洪水による水害の発生に備えて、発生する水害の危険性（水害リスク）に

ついて住民の理解向上に努めます。 

このため、洪水の挙動や流域に生じる浸水等の被害発生メカニズムをできる限り詳細に検討し、

流域における水害リスクを分析します。その後、関係機関と連携して流域全体の水害リスクに関し

て、住民が共有できるよう情報提供を行います。 

計画高水位等を超える洪水が発生した場合でも、被害を最小に抑えるために、二線堤や霞堤

等の既存の構造物を活用した氾濫被害の軽減策など、様々な水害リスク軽減策の検討を行います

特に、低平地の越後平野を抱え水害常襲地帯である下流部では、分水路の掘削や遊水地の確

保等に努めてきた治水の歴史を踏まえ、平成 16 年 7 月、同 23 年 7 月を上回る豪雨に襲われても

壊滅的な被害を招くことのないよう、新たな治水対策の検討を行います。 

本川の水位を低下させる対策や、内水を貯留する施設等取り得る手段を全て講じた上で、外水

位の上昇による堤防決壊が起こる可能性があると判断される場合においては、堤防決壊を回避す

るため、やむを得ず排水ポンプの運転調整を行うことが考えられます。このため、あらかじめ関係機

関と十分な議論を行い、運転調整の実施判断の考え方や、調整の実施方法について検討を行い

ます。そのうえで、住民に排水調整への理解を得られるよう、取り組みます。 

 

（２）水防、避難に資する適切な情報提供等 

河川管理者は自治体や流域住民に対する情報提供の改善や情報伝達手段の拡充を図るため

流域自治体に対して、洪水ハザードマップ作成の手引きに沿った洪水ハザードマップや「まるごとま

ちごとハザードマップ」の支援、リアルタイム氾濫シミュレーション、水位予測情報の提供を行います

また、既存のレーダに比べて局所的な豪雨も観測可能な XRAIN（X バンド MP レーダネットワーク）

整備を推進し、水位予測の精度向上、降雨観測精度の向上を図ります。 

流域住民に対しては、インターネット・携帯電話による CCTV の画像配信や浸水想定区域図の

公表や、洪水ハザードマップの活用方法についての周知を行うとともに、より多くの人が情報を入手

できるよう、テレビ・ラジオ等のメディアや既存の地域ネットワーク、防災メール等の活用に向けた取

り組みを進めます。あわせて、洪水時の水位の危険度を分かりやすく表示した量水標を設置するな

ど、より分かりやすい情報の提供に取り組みます。なお、情報の発信にあたっては、子どもやお年寄

り、外国人の方などに対しても分かりやすいものになるよう努めます。 

さらに、浸水想定区域内の地下街等、要配慮者利用施設及び大規模工場等の所有者又は管

理者が、避難確保計画又は浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置等をする

際に、技術的な助言や情報伝達訓練等による積極的な支援を行い、地域水防力の向上を図りま

す。 

 

（３）防災教育への支援 

地域の持つ課題を共有し、協働して地域防災力を向上させることは重要であり、流域内の各機

関により取り組まれている先進事例の共有等、平常時からの関係機関や市民団体等との緊密な連

携・情報共有に努めます。 

また、自助・共助・公助がバランスよく機能するために必要な流域住民が自らの安全を確保する

ための知識等を身につける取り組みの推進に努めます。 

特に、小中学生に対する命を守るための防災教育は、流域に住み続ける住民の生命を守るため

にも重要であるため、積極的に支援します。 
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96
第5章 河川の整備の実施に関する事項
第2節

記載なし
96 第5章 河川の整備の実施に関する事項

第2節 第6項 洪水氾濫に備えた社会全体での対応

整備計画変更（案） 北陸地整

- 25 -
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ページ番号 【本文】 平成27年1月変更（現行） ページ番号 【本文】 変更原案

第5章 河川の整備の実施に関する事項
第2節

記載なし
97 第5章 河川の整備の実施に関する事項

第2節 第6項 洪水氾濫に備えた社会全体での対応

整備計画変更（案） 北陸地整

- 26 -



ページ番号 【本文】 平成27年1月変更（現行） ページ番号 【本文】 変更原案

第5章 河川の整備の実施に関する事項
第2節

記載なし
98 第5章 河川の整備の実施に関する事項

第2節 第6項 洪水氾濫に備えた社会全体での対応

整備計画変更（案） 北陸地整

- 27 -
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附図-2 附図-2 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 28 -

）

）
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附図-3 附図-3 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 29 -

）
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附図-4 附図-4 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 30 -
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千曲川

犀川



ページ番号 【附図［上流部］】 平成27年1月変更（現行） ページ番号 【附図［上流部］】 変更原案

附図-9 附図-9 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 31 -
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附図-11 附図-11 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 32 -
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附図-12 附図-12 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 33 -
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附図-13 附図-13 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 34 -
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附図-34 附図-34 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 35 -
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附図-2 附図-2 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整
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信濃川水系河川整備計画での整備一覧表［中流部］
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附図-3 附図-3 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 37 -
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附図-5 附図-5 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 38 -
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附図-11 附図-11 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 39 -



ページ番号 【附図［中流部］】 平成27年1月変更（現行） ページ番号 【附図［中流部］】 変更原案

附図-14 附図-14 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 40 -
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附図-16 附図-16 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 41 -
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附図-17 附図-17 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 42 -
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附図-18 附図-18 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 43 -
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附図-22 附図-22 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整
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ページ番号 【附図［中流部］】 平成27年1月変更（現行） ページ番号 【附図［中流部］】 変更原案

附図-25 附図-25 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 45 -



ページ番号 【附図［中流部］】 平成27年1月変更（現行） ページ番号 【附図［中流部］】 変更原案

附図-26 附図-26 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 46 -



ページ番号 【附図［下流部］】 平成27年1月変更（現行） ページ番号 【附図［下流部］】 変更原案

附図-2 附図-2 整備計画策定後の整備を反映

信濃川水系河川整備計画での整備一覧表［下流部］ 

河川名 施行の場所 区間 
左右 

岸別 
備考 

関屋分水路 
新潟市西区関屋堀割町地先（左岸） 

新潟市中央区信濃町地先（右岸） 
0.1k 付近 - 耐震対策 新潟大堰 

信濃川 新潟市中央区網川原地先 1.6k 付近 - 耐震対策 信濃川水門 

信濃川 新潟市西区小新地先 2.1k 付近 左岸 耐震対策 西川排水機場 

信濃川 
新潟市中央区美咲町地先～ 

新潟市江南区楚川地先 
2.5k～6.1k 付近 右岸 浸透対策 

浸透に対して堤防の 

安全性を確保するため 

信濃川 新潟市中央区太右エ門新田地先 4.2k 付近 右岸 耐震対策 鳥屋野潟排水機場 

信濃川 新潟市南区鷲ノ木新田地先 7.1k 付近 左岸 耐震対策 鷲ノ木水門 

信濃川 新潟市江南区天野地区 7.9k 付近 右岸 
河川防災 

ステーション整備 
 

信濃川 新潟市秋葉区覚路津地先 11.6k 付近 右岸 耐震対策 覚路津水門 

信濃川 
新潟市秋葉区覚路津地先～ 

新潟市秋葉区子成場地先 
11.9k～17.2k 付近 右岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 
新潟市南区犬帰新田地先～ 

新潟市南区大郷地先 
12.7k～13.2k 付近 左岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 
新潟市南区大郷地先～ 

新潟市南区赤渋地先 
14.1k～16.2k 付近 左岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 新潟市秋葉区小須戸地先 19.4k～20.0k 付近 右岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 
新潟市南区下八枚地先～ 

新潟市南区菱潟地先 
19.9k～24.3k 付近 左岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 新潟市秋葉区小須戸地先 20.5k 付近 右岸 築堤 築堤するため 

信濃川 
新潟市南区戸石地先（左岸） 

新潟市秋葉区小須戸地先（右岸） 
20.5k 付近 - 橋梁架替 小須戸橋 

信濃川 新潟市秋葉区水田地先 23.6k 付近 右岸 耐震対策 五社川水門 

信濃川 
田上町曽根新田地先～ 

田上町横場新田地先 
23.9k～25.5k 付近 右岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 新潟市秋葉区水田地先 24.0k 付近 右岸 耐震対策 才歩川水門 

信濃川 
田上町横場新田地先～ 

田上町保明新田地先 
26.8k～28.2k 付近 右岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 
新潟市南区庄瀬地先～ 

加茂市五反田地先 
27.7k～29.5k 付近 左岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 加茂市前須田地先 30.9k～31.2k 付近 左岸 水衝部対策 
洪水による侵食から 

堤防を防護するため 

信濃川 
加茂市鵜森地先～ 

三条市井戸場地先 
31.9k～32.3k 付近 左岸 水衝部対策 

洪水による侵食から 

堤防を防護するため 

信濃川 三条市井戸場地先 32.3k～32.8k 付近 左岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 
加茂市山島新田地先～ 

加茂市加茂新田地先 
32.6k～32.9k 付近 右岸 水衝部対策 

洪水による侵食から 

堤防を防護するため 

信濃川 
加茂市天神林地先～ 

三条市柳場新田地先 
33.3k～33.8k 付近 右岸 水衝部対策 

洪水による侵食から 

堤防を防護するため 

 
 
 

※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。 

整備計画変更（案） 北陸地整
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信濃川水系河川整備計画での整備一覧表［下流部］ 

河川名 施行の場所 区間 
左右 

岸別 
備考 

関屋分水路 
新潟市西区関屋堀割町地先（左岸） 

新潟市中央区信濃町地先（右岸） 
0.1k 付近 - 耐震対策 新潟大堰 

信濃川・ 

関屋分水路 

新潟市西区関屋堀割町地先～ 

新潟市西区寺地地先（左岸） 

新潟市中央区有明台地先～ 

新潟市中央区美咲町地先（右岸） 

0.1k～2.5k 付近 - 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 新潟市中央区網川原地先 1.6k 付近 - 耐震対策 信濃川水門 

信濃川 新潟市西区小新地先 2.1k 付近 左岸 耐震対策 西川排水機場 

信濃川 
新潟市中央区美咲町地先～ 

新潟市江南区楚川地先 
2.5k～6.1k 付近 右岸 浸透対策 

浸透に対して堤防の 

安全性を確保するため 

信濃川 新潟市中央区太右エ門新田地先 4.2k 付近 右岸 耐震対策 鳥屋野潟排水機場 

信濃川 
新潟市西区善久地先～ 

新潟市西区大野町地先 
6.0k 付近 左岸 支川合流点処理 中ノ口川 

信濃川 新潟市西区善久地先 5.9k～6.5k 付近 左岸 浸透対策 
浸透に対して堤防の 

安全性を確保するため 

信濃川 新潟市南区鷲ノ木新田地先 7.1k 付近 左岸 耐震対策 鷲ノ木水門 

信濃川 新潟市秋葉区覚路津地先 11.6k 付近 右岸 耐震対策 覚路津水門 

信濃川 
新潟市秋葉区覚路津地先～ 

新潟市秋葉区子成場地先 
11.9k～17.2k 付近 右岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 
新潟市南区犬帰新田地先～ 

新潟市南区大郷地先 
12.7k～13.2k 付近 左岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 
新潟市南区大郷地先～ 

新潟市南区赤渋地先 
14.1k～16.2k 付近 左岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 
新潟市南区堀掛地先～ 

新潟市南区下八枚地先 
17.4k～19.3k 付近 左岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 新潟市秋葉区小須戸地先 19.4k～20.0k 付近 右岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 
新潟市南区下八枚地先～ 

新潟市南区菱潟地先 
19.9k～24.3k 付近 左岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 新潟市秋葉区水田地先 23.6k 付近 右岸 耐震対策 五社川水門 

信濃川 
田上町曽根新田地先～ 

田上町横場新田地先 
23.9k～25.5k 付近 右岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 新潟市秋葉区水田地先 24.0k 付近 右岸 耐震対策 才歩川水門 

信濃川 
田上町横場新田地先～ 

田上町保明新田地先 
26.8k～28.2k 付近 右岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 
新潟市南区庄瀬地先～ 

加茂市五反田地先 
27.7k～29.5k 付近 左岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 田上町保明新田地先 28.8k 付近 右岸 支川合流点処理 加茂川 

信濃川 
加茂市加茂新田地先～ 

加茂市山島新田地先 
30.6k～32.6k 付近 右岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 加茂市前須田地先 30.9k～31.2k 付近 左岸 水衝部対策 
洪水による侵食から 

堤防を防護するため 

信濃川 
加茂市鵜森地先～ 

三条市井戸場地先 
31.9k～32.3k 付近 左岸 水衝部対策 

洪水による侵食から 

堤防を防護するため 

信濃川 三条市井戸場地先 32.3k～32.8k 付近 左岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 三条市井戸場地先 32.3k～33.6k 付近 左岸 浸透対策 
浸透に対して堤防の 

安全性を確保するため 

信濃川 
加茂市山島新田地先～ 

加茂市加茂新田地先 
32.6k～32.9k 付近 右岸 水衝部対策 

洪水による侵食から 

堤防を防護するため 

信濃川 
加茂市天神林地先～ 

三条市柳場新田地先 
33.3k～33.8k 付近 右岸 水衝部対策 

洪水による侵食から 

堤防を防護するため 

 
 
 

※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。 
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附図-3 附図-3 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整
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信濃川水系河川整備計画での整備一覧表［下流部］ 

 

河川名 施行の場所 区間 
左右 

岸別 
備考 

信濃川 
三条市柳川新田地先～ 

三条市三貫地新田地先 
34.6k～36.6k 付近 右岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 三条市栗林地先 37.1k～38.6k 付近 右岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 
三条市大島地先～ 

三条市下須頃地先 
38.4k～39.2k 付近 左岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 三条市石上地先 39.0k～40.2k 付近 右岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 
三条市下須頃地先～ 

三条市上須頃地先 
40.3k～41.6k 付近 左岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 
三条市荒町地先～ 

三条市本町地先 
40.6k～41.2k 付近 右岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 三条市上須頃地先 41.0k 付近 左岸 
河川防災 

ステーション整備 
 

信濃川 三条市今井地先 43.4k 付近 － 耐震対策 蒲原大堰 

信濃川 
燕市熊森地先～ 

長岡市中条新田地先 
46.8k～50.8k 付近 右岸 築堤 築堤するため 

信濃川 
燕市熊森地先～ 

燕市大川津地先 
48.1k～50.8k 付近 左岸 築堤 築堤するため 

中ノ口川 燕市道金地先 中ノ口川 34.0k 付近 － 耐震対策 中ノ口川水門 

本川下流 

新潟市中央区柳島町地先～ 

新潟市中央区関新地先（左岸） 

新潟市中央区万代島地先～ 

新潟市中央区新光町地先（右岸） 

3.0k～7.3k 付近 － 河道掘削 河積確保を図るため 

本川下流 新潟市中央区新光町地先 6.7k～8.3k 付近 右岸 築堤 築堤するため 

本川下流 
新潟市中央区川岸町地先～ 

新潟市中央区関新地先 
7.0k～7.3k 付近 左岸 築堤 築堤するため 

 
 

※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。 

信濃川水系河川整備計画での整備一覧表［下流部］ 
 

河川名 施行の場所 区間 
左右 

岸別 
備考 

信濃川 
三条市柳川新田地先～ 

三条市三貫地新田地先 
34.6k～36.6k 付近 右岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 三条市栗林地先 37.1k～38.6k 付近 右岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 
三条市大島地先～ 

三条市下須頃地先 
38.4k～39.2k 付近 左岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 三条市石上地先 39.0k～40.2k 付近 右岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 
三条市荒町地先～ 

三条市本町地先 
40.6k～41.2k 付近 右岸 河道掘削 河積確保を図るため 

信濃川 三条市今井地先 43.4k 付近 － 耐震対策 蒲原大堰 

信濃川 
燕市熊森地先～ 

長岡市中条新田地先 
46.8k～50.8k 付近 右岸 築堤 築堤するため 

中ノ口川 燕市道金地先 中ノ口川 34.0k 付近 － 耐震対策 中ノ口川水門 

本川下流 

新潟市中央区柳島町地先～ 

新潟市中央区関新地先（左岸） 

新潟市中央区万代島地先～ 

新潟市中央区新光町地先（右岸） 

3.0k～7.3k 付近 － 河道掘削 河積確保を図るため 

本川下流 新潟市中央区新光町地先 6.7k～8.3k 付近 右岸 築堤 築堤するため 

本川下流 
新潟市中央区川岸町地先～ 

新潟市中央区関新地先 
7.0k～7.3k 付近 左岸 築堤 築堤するため 

 
 
 

※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。 
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附図-4 附図-4 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整
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附図-5 附図-7 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整
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附図-6 附図-6 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整
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附図-7 附図-7 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整
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附図-9 附図-9 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整
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附図-10 附図-10 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 54 -



ページ番号 【附図［下流部］】 平成27年1月変更（現行） ページ番号 【附図［下流部］】 変更原案

附図-12 附図-12 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整
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附図-13 附図-13 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整
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附図-15 附図-15 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整

- 57 -



ページ番号 【附図［下流部］】 平成27年1月変更（現行） ページ番号 【附図［下流部］】 変更原案

附図-17 附図-17 整備計画策定後の整備を反映

整備計画変更（案） 北陸地整
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